
令 和 ８ 年 ３ 月 ６ 日 

地域振興部区民協働・交流推進担当 

 

区民保養施設の利用料金等の見直しについて 

 

１ 見直しの概要 

 借上保養施設について、物価や人件費の高騰などを踏まえ、利用料金の見直し

を行う。 

 また、個人利用の需要が増加している状況を踏まえ、一人利用のできる施設を

拡充する。 

 

２ 利用料金の見直し 

（１） 対象施設：おんやど惠 

※｢鬼怒川プラザホテル｣「ホテル暖香園」「湯本富士屋ホテル」は現状維持。 

（２） 利用料金 

区分 平日 GW/夏季/休前日 年末年始 

中 学 生 以 上 7,500 円→ 9,600 円 

(+2,100 円) 

8,500 円→12,600 円 

(+4,100 円) 

11,000円→25,200円 

（+14,200 円） 

小 学 生 5,250 円→ 6,720 円 

(+1,470 円) 

5,950 円→8,820 円 

(+2,870 円) 

7,700 円→17,640 円 

(+9,940 円) 

3 歳以上未就学児 3,750 円→ 4,800 円 

(+1,050 円) 

4,250 円→6,300 円 

(+2,050 円) 

5,500 円→12,600 円 

(+7,100 円) 

備 考 サービス料含（税別） 

 

３ 一人利用の拡充 

（１） 対象施設：鬼怒川プラザホテル 

※「ホテル暖香園」は実施済み（変更なし）、 

「湯本富士屋ホテル」「おんやど惠」は実施せず。 

（２） 利用条件（変更なし） 

① 申込期間・方法：利用したい日の１４日前から３日前までに電話申込 

② 利 用 日：平日のみ（年末年始及び GW/夏季/休前日を除く） 

（３） 利用料金 

施設名 利用料金 通常料金との差額 

鬼 怒 川 プ ラ ザ ホ テ ル 9,040 円 +3,000 円 

 

４ 実施時期 

いずれも令和８年７月１日の宿泊分より改定。 

 

５ 周知方法 

（１） こうとう区報４月１１日号への掲載及び区ホームページにて周知を行う。 

（２） 区民保養施設ガイドの内容を修正のうえ配付する。 
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